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(4)産業別実雇用率 (5)産業別達成企業割合

建設業 1.51

製造業 1.76

電気･ガス･熱供給･水道業 1.92

運輸業,郵便業 1.81

サービス業 1.54

金融業,保険業1.66

宿泊業,飲食サービス業, 1.55

生活関連サービス業,娯楽業 1.79

医療･福祉 1.95

複合サービス業 1.69

サービス業 41.8

複合サービス業 45.7

医療･福祉 58.1

教育･学習支援業 39.2

生活関連サービス業,娯楽業 36.4

金融業,保険業 38.7

卸売業,小売業

運輸業,郵便業 52.5

電気･ガス･熱供給･水道業 46.9

製造業 54.9

建設業 46.1

各年６月１日現在
各年６月１日現在（％）

（％）

宿泊業,飲食サービス業, 42.3

1.63
45.5

注　(4)の図と同じ。
注１　グラフ作成上、労働者数が10万人に満たない農、林、漁業及び鉱業は除いている。
　２　平成15年及び平成21年より産業分類が変更になっている。
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(4)産業別実雇用率 (5)産業別達成企業割合

建設業 1.51

製造業 1.76

電気･ガス･熱供給･水道業 1.92

情報通信業 1.29

運輸業,郵便業 1.81

卸売業,小売業

サービス業 1.54

金融業,保険業1.66

不動産業,物品賃貸業 1.24

学術研究,専門･技術サービス業 1.25

宿泊業,飲食サービス業, 1.55

生活関連サービス業,娯楽業 1.79

教育･学習支援業 1.38

医療･福祉 1.95

複合サービス業 1.69

学術研究,専門･技術サービス業 29.5

サービス業 41.8

複合サービス業 45.7

医療･福祉 58.1

教育･学習支援業 39.2

生活関連サービス業,娯楽業 36.4

不動産業,物品賃貸業 29.8

金融業,保険業 38.7

卸売業,小売業

運輸業,郵便業 52.5

情報通信業 22.2

電気･ガス･熱供給･水道業 46.9

製造業 54.9

建設業 46.1

各年６月１日現在
各年６月１日現在（％）

（％）

（年） （年）

宿泊業,飲食サービス業, 42.3

1.63
45.5
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◎ 法定雇用率とは

民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」に基づき、それぞれ以下の割合（法定雇用率）に相当する数以上の障

害者を雇用しなければならないこととされている。

雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者又は知的障害者である（な

お、精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保

持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。

一般の民間企業 ……………………… １．８％

○ 民間企業 ……… （５６人以上規模の企業）

特殊法人 …………………………… ２．１％

労働者数４８人以上規模の

特殊法人及び独立行政法人

〇 国、地方公共団体 …………………………………………… ２．１％

（４８人以上規模の機関）

○ 都道府県等の教育委員会 …………………………………… ２．０％

（５０人以上規模の機関）

（カッコ内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障

害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。）

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、

２人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。

※ 短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害者

又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以

上３０時間未満の労働者）については、１人分として、精神障害者である短時

間労働者については、0.5人分としてカウントされる。
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◎ 障害者雇用率達成指導の流れ

実雇用率の低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、

「雇入れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

雇用状況報告（毎年６月１日の状況） （障害者雇用促進法 第43条第５項）

※ 翌年１月を始期とする３年間の計画

雇入れ計画作成命令（３年計画） を作成するよう、公共職業安定所長が

命令を発出 （同法第46条第１項）

※ 計画の実施状況が悪い企業に対し、

雇入れ計画の適正実施勧告 適正な実施を勧告（計画の２年目）

（同法第46条第６項）

※ 雇用状況の改善が特に遅れている企

特 別 指 導 業に対し、公表を前提とした特別指導

を実施（計画期間終了後に９か月間）

企 業 名 の 公 表 （同法第47条）

※ 不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に

対し、厚生労働省本省による直接指導も実施している。

〔指導実績〕

○ 平成２０年度の実績

＊「雇入れ計画作成命令」の発出 ３７３社

＊ 雇入れ計画の「適正実施勧告」 ３１３社

＊「特別指導」の実施 ４６社

○ 雇入れ計画を実施中の企業 ２，０１６社（２０年度末現在）

○ 企業名の公表

平成３年度 ４社、15年度 １社、16年度 １社、17年度 ２社、

18年度 ２社、19年度 ３社（うち一社は再公表）、20年度 ４社
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